
2025 年度事業計画 

( 2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで ) 

 

2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日までの期間、一般社団法人今井光郎文化道徳歴史

教育研究会が実施する事業計画を次の通り定める。 

 

Ⅰ. 事業概要 

（１）活動助成事業 
  ・概要       日本の文化・道徳・歴史・教育に関する理解を広く国内外に 

           おいて促進するため、幅広い個人・法人・グループの日本の 
           文化・道徳・歴史・教育に関する活動を活動助成事業により 
           支援を行う。 
・対象       日本の文化・道徳・歴史・教育に関する活動を行う個人・法人・

グループ 
・使途（例）    ①日本の文化・道徳・歴史・教育に関する理解を広く国内外 

において促進するための書籍の翻訳費及び図書制作費・出版

費等 
           ②日本の文化・道徳・歴史・教育に関する理解を広く国内外に 

おいて促進するための活動に参加するための旅費等（例：従

軍慰安婦問題に関する国連人権委員会等への渡航費用等） 
                     ③日本の文化・道徳・歴史・教育に関する活動に係る費用（日 
            本の文化・道徳・歴史・教育認識を正すための従軍慰安婦 

問題に関する裁判費用、書籍の購入費や送付費用等） 
           ④日本の文化・道徳・歴史・教育において重要な施設・資料 
            を保存するための費用又は施設の建替え費用等 
・助成時期     原則、年 2 回を予定 

 ・選考方法     原則、募集要項及び助成金選考基準に基づき選考委員会にて 
選考（書類審査）を実施し、理事会での承認を経て、対象・ 
件数・金額を決定する。評価は応募された助成案件の中での 
相対評価とする。ただし、緊急の支援が必要と認められる活 
動については選考基準に基づいて事務局、若しくは、選考委 
員会の書面決議にて選考を行い、理事会の書面決議での承認 
を経て、対象・件数・金額を決定する。 

 
 



 
（２）寄附事業 
 ・概要       日本の文化・道徳・歴史・教育に関する理解を広く国内外に 

おいて促進するため、当社団の趣旨・理念に沿った活動を寄 
附事業により支援を行う。 

 ・対象       日本の文化・道徳・歴史・教育に関する活動を行う個人・法 
人・グループ 

 ・使途（例）      日本の教育再生に関する教科書・教材の研究・開発や、タウ 
ンミーティング等開催に関する費用    

 ・助成時期     原則、年 2 回を予定 
 ・選考方法     原則、選考基準に基づき選考委員会にて選考（書類審査）を 

実施し、理事会での承認を経て、対象・件数・金額を決定す 
る。評価は応募された助成案件の中での相対評価とする。 
ただし、緊急の支援が必要と認められる活動については選考 
基準に基づいて事務局、若しくは、選考委員会の書面決議に 
て選考を行い、理事会の書面決議での承認を経て、対象・件 
数・金額を決定する。 

 
（３）顕彰事業（今井光郎文化道徳歴史教育賞（仮称）） 
 ・概要       日本人として正しい文化・道徳・歴史・教育認識を広く後世 
           へと伝えていくため、優れた日本の文化・道徳・歴史・教育 

に関する活動を行っている個人・法人・グループに今井光郎 
文化道徳歴史教育賞（仮称）を授与することで支援を行う。 

 ・対象       日本の文化・道徳・歴史・教育について優れた活動を行った 
個人・法人・グループ 

 ・助成時期     年 1 回を予定 
 ・選考方法     公表されている情報に基づき、選考基準書に従って選考委員会

または選考委員会より委任を受けた事務局にて選考を実施し

理事会での承認を経て、対象・件数・金額を決定する。 

 
Ⅱ．適切な法人運営の推進 

 1）関連法規及び定款の規定に基づいて、理事会、社員総会の適切かつ円滑な運営を 
  行う。 
 2）監事の適切な監査を受け、財務の透明性を確保する。 
 3）適切な資産運用を行い、当法人の目的を達成するために資金を使用する。 


